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野ノllく つの「外囃費地権者 」 の旨穣 ヘ

～ 野 川 べ り・ へ 聞 ЛI惑 い地 極 者 、 近 隣 の方 々 へ～

冒鋼診o「家蠣≧富踊星雲」 と「 藤ヒ島饂剰 膠L」 から賀い襲をする「勉難合」囀智■

成城 3・アロ、 4丁 目の人濃度 や 区分地上権 の方 々のお家 に「 家昼 調 査 」 の業者 が来 た

とい うこと を受 け て、 そ の対庭 につ いて、勉 強会 が開 か れ ま した。 鰺 か者 29人 )

<賛潤・ 意 見 - 4月 29日 >
・ 家具 調査 を舞 否 す る家は、 そ の 旨を無 に奮 いて出せ。 と業者 に言 われ た。

・ 家晨調 査 績、 お断 り します  だ け で済 ノ

・ 家星調査 を担 否 す る人 が いて も、 工 事 ι

奪茅量昌[言風二
もらった方がtiし とヽいう′

平成 18年 まで、 国敏「外棄竜は土地利用 に制限 をかけないので費農価値 の

低下はない」 と説明 してき ま した。 ところが昨年あた りか ら、「 地上 への影響は

何 らかの影響鐘出 るはずです。」 と環境 の変fし を譴 めてお ります。 ただ し「 それは

軽微 後ものです」 と人知像Ⅲ・ 園上真通省関東登締局計画課長嬢答 えています。

曝 微 ってどの程度 のことですか。」 との質聞 には―シ答え ることができませ ん。

このような国の鶏度 では、今 瞭 風調査」に協力 す ることは、工事 を建 め ることにな ります。家が

fLEい た りした場合、 どんな補療 をす るのか、その基準 を国は示す べきです。それに民家の真下 を地権

者 に断 りもな く、 国は撮 ることが出来 るというのはおか しいではあ りませ んか。
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富 法 第 29条 町計農 欄E」 _C):<祟 感 豊・ 測ュなどの筆者 への対庭 は各者 に して ください>σ
≦こP①財農権はこれ在侵 してはならない。

③お有財農鐘、二当な補籠のもとに、これを公共のために用 tヽ ることが出来る。

(こ の条 夫 は、 餞 に公 共 の た め で あ っ て も「 た だ 」 で は慎 え ませ ん よ と明 言 して い るの です。)

民法 第 207条

「 上地 の所 有 権 は法今 の制 限内 にお いて、 そ の上地 の上 下 記及 ぶ。」 ご浄鶴

<れたもの対庭>遷卜ヽ
・ 業者 に何か不 当なことを言 われた場合、会 i■名 と本人 の氏名確記 し (名札 で)、 お電話か メールを

、̂く
ださい。業者 に抗議 します。れ たもの方か ら、「紙 に言 いて出すもの」は,何もあ りませ ん。′、 :…

…
璽 lr｀  ヽ口u, ‐ V′ 」 ― , 17 レ ロυ ′ ― ― ″し0

岬 汗 事 に提 出 (188亀、 野ЛIべ りの会・ 5月 7日 )

第 9回「 野川 べ り雀 民 。地権 者 交流 合 」開催 のお押 らせ

服催期 日 2015年 5月 17日 (日 )午後 1時30分 ～ 4時

喘 肴   か わせ み館 (ペー クシテ イ前 縁地 合 園、谷 夕橋 近 く・ 狛江 市東 野Лl

主催≒ Fi外環壇検督春 員会 (お問 い合 わせは世話人全子 まで)

霊 080-1176-0221メ ーノンア ドレ.ス
g31kanOtoveboat,cx
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「 野 り:|べ り住 民・ 地 権 者 交 流 合 の お始 らせ 」 no.9 2015年 5月 11日
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お知らせ「 霧L』難議異』饉J依頼を彙けた野Л:べ りの方 ヘ々
今 年 3月 のネ 、成 雲 4ア ロの人 翠度 や 区分 地 上権 の方 々の お宅 に、 中 日本 書亀 竜 路株 式会 社

か ら、「 本 線 トンネルエ 事 に伴 う家屋 議 豊 」 につ いて、 とい うチ ラ シが入 りま した。

そ して 中央 ク リエ イ トとい う舎 社 の議 員が「 調 量 の 日に 古」 を決 め て くれ とき た寡 も あ ると

の ことです。 この票星 譲 食 は どんな竜味 が あ るので しょ うか ?わるので しょうか ?

亀彦甦錯J爾ミ」から警二をするための勉弊全

t・ す 。 ～

このチ ラシが配布 され た地域 のお宅は、 次 の 2点 を下記 に二 亀連鰤 確 認 して くだ さ い。

・ 東 京 外 か く環 社 園電 事務所  フ リー ダイヤル (0120-34-1491)
。世 田谷 区響 オ計 画課 (o3-5432-2455)

このたず、 外種 の ため に痣 集剰 猥 鰤 市計 画法 65条 )が かか っ て しまっ て い るか ど うか。

自由に土地 を売押 餞 数 のできな い地 域 に指 定 (響オ計 画法 67条 先 買い権 )さ れ て しまっ て

い るか どうかし

その上 で、事薫者が このたび碁望 している「 象農調査 区織」にかかっているか どうかお確かめ

くださしヽ.上記①②の制限がかかっている場合は、上記 2件のあなんの財農に関す る電法な制

限 を拠めることにつなが ります。

財農 をす るため に凛星 調 査 の依 頼 に ど う こた え る `

上記 2件の制 限 を縄 め て しまっ たた め に何 がた こて

す で に 罐 農 換 費 」 をふ議 され て しまっ た方 も ど f

平 成 15年 ～ 18年 にか け て、 国 は「 外 棄 電 は土地 利 用 に制 限 をか け な いの で、 青二怖 値 の憾

下 は な い」 と競 明 して き ま した。 勉 発会 当 日は、 修か 者 に これ らの競拠 青料 t配布 し、 一体

な ぜ、 費農 価値 を下 げ るよ うな制 限 が行 われ、 そ してそ れ が どの よ うに あな た の責農 に線 るの

か、具体 め に明 らか に します。

①

②

警亀・「 家晨調査」 と 睫 築制 限 J から餞 狩 ろ勉競河鵬

外 環竜 織 材 暴 員会 は、 平 成 20年 に、 国 と響 に協力 した「 地 球謀鶏 構 督 晏 員会 」 の書か き が、

そ の後継 議 して沿線 7区市 と連携、 外 環童 の地‐

欄催 期 日  2015年 4月 298(水 )午雀

場 所 か わせ み館 (谷´機近 く。バ ー クシテ イ粛 峰 地 舎 圏・ 釉轟 野川 4-16-3)
上饉奢 外環 竜検 赫 姜 員会 (お Fenぃ 合 わせ は世話 人食 子 まで 。壼 080-1176-0221)
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